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令和６年３月２５日  

宗像市議会 

議長 神谷 建一 様  

建設産業常任委員会    

                             委員長 北﨑 正則   

 

 

委員会審査報告書  

 

本委員会に付託された事件の審査結果を報告します。 

 

記 

 

第 19号議案 

 

宗像市下水道事業の設置等に関する条例等の一部を改正する条例について 

 

地方自治法等の一部を改正する法律の施行及び漁業集落排水処理施設事業の一部を公共下水道

事業へ編入することに伴い、条例の一部を改正するものである。 

 

【審査内容】 

 明らかになった主な事項は次のとおり。 

１ 地方自治法の条項が追加されることによる引用条項の繰下げに対応する。 

 ２ 岬地区を公共下水道事業へ編入する。編入の効果として、公共下水道の区域外流入が解消さ

れるほか、岬地区の下水道使用料に係る債権が地方自治法に定める滞納処分が可能な公債権と

なる。 

 

【審査結果】 

委員会は、全員賛成で原案のとおり可決した。 

 

 

第 20号議案 

 

市道路線の認定について 

 

道路法の規定に基づき、市道路線を認定するに当たり、議会の議決を求めるものである。 

 

【審査内容】 

 明らかになった主な事項は次のとおり。 

  田久６６号線、光岡１９号線、徳重５８号線、東郷６８号線、大井４２号線及び大井４３号線

の６路線について、宅地開発に伴い整備された道路を引き取り、市道路線として認定する。 

 

【審査結果】 

委員会は、全員賛成で原案のとおり可決した。 

 

 



  建設産業 2／3 

第 21号議案 

 

市道路線の変更について 

 

道路法の規定に基づき、市道路線を変更するに当たり、議会の議決を求めるものである。 

 

【審査内容】 

 明らかになった主な事項は次のとおり。 

桜美台２１号線について、宅地開発に伴い既存の市道を延長し、終点を変更する。 

 

【審査結果】 

委員会は、全員賛成で原案のとおり可決した。 

 

 

第 22号議案 

 

宗像市営住宅管理条例の一部を改正する条例について 

 

配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴い、

条例の一部を改正するものである。 

 

【審査内容】 

 明らかになった主な事項は次のとおり。 

関係法律の条項が分割されたため、条例で引用している箇所を改正する。 

 

【審査結果】 

 委員会は、全員賛成で原案のとおり可決した。 

 

第 23号議案 

 

宗像市漁港管理条例の一部を改正する条例について 

 

漁港漁場整備法及び水産業協同組合法の一部を改正する法律の施行に伴い、条例の一部を改正

するものである。 

 

【審査内容】 

 明らかになった主な事項は次のとおり。 

漁港漁場整備法が漁港及び漁場の整備等に関する法律へ名称が変更されたため、引用する条例

中の名称を変更する。 

 

【審査結果】 

委員会は、全員賛成で原案のとおり可決した。 

 

 

第 24号議案 

 

辺地に係る公共的施設の総合整備計画の変更について 

 

地島辺地及び大島辺地における公共的施設の総合的かつ計画的な整備の促進に関し、辺地に係

る公共的施設の総合整備計画の変更について、辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上
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の特別措置等に関する法律の規定に基づき、議会の議決を求めるものである。 

 

【審査内容】 

 明らかになった主な事項は次のとおり。 

１ 辺地に係る公共的施設の総合整備計画は、令和４年３月に策定しており、対象事業は、ハー

ド事業のみである。計画に記載することで辺地債充当の協議が可能となり、充当率は起債対象

の１００％である。後年度に８０％の交付税措置がなされる。 

２ 地島地区では、地島小学校施設改修事業を新規事業として加える。 

３ 大島地区では、大島義務教育学校給食設備整備事業、大島コミセン整備事業の２事業を新規

事業として加え、大島学園長寿命化改良事業について事業内容を一部追加する。 

 

【審査結果】 

委員会は、全員賛成で原案のとおり可決した。 

 

 

第 25号議案 

 

宗像市過疎地域持続的発展計画（大島地域）の変更について 

 

本市における過疎地域の持続的発展に関し、宗像市過疎地域持続的発展計画（大島地域）の変

更について、過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法の規定に基づき、議会の議決を求

めるものである。 

 

【審査内容】 

 明らかになった主な事項は次のとおり。 

１ 宗像市過疎地域持続的発展計画（大島地域）は、令和３年９月に策定しており、対象事業は、

ハード事業、ソフト事業である。計画に記載することで過疎対策事業債の協議が可能となり、

充当率は起債対象の１００％である。後年度に７０％の交付税措置がなされる。 

２ 大島義務教育学校給食設備整備事業、大島コミセン整備事業の２事業を新規事業として加え、

大島学園長寿命化改良事業について事業内容を一部追加する。 

 

【審査結果】 

委員会は、全員賛成で原案のとおり可決した。 


